
議案第１０号  

 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規

則の制定について  

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規則を

次のように定める。  

 

  令和８年２月２７日提出  

 

                 山陽小野田市教育委員会

  教育長   長友  義彦   

 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規則  

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則（平成２７年教育委員会

規則第２３号）の一部を次のように改正する。  

様式第２号から様式第３号の２までを次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 (第７条関係 )  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号の２ (第７条関係 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 (第７条関係 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号の２ (第７条関係 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 



議案第１０号参考資料 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則新旧対照表 

           改  正  後 改  正  前 

（様式第２号）就学援助認定通知書 

 

（様式第２号）就学援助認定通知書 

 

 

 



議案第１０号参考資料 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則様式新旧対照表 

           改  正  後 改  正  前 

（様式第２号の２） 

 

（様式第２号の２） 

 

 



議案第１０号参考資料 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則様式新旧対照表 

           改  正  後 改  正  前 

（様式第３号） 

 

（様式第３号） 

 

 



議案第１０号参考資料 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則様式新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

（様式第３号の２） 

 

（様式第３号の２） 

 

 


